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独立行政法人通則法（以下「通則法」という。）第１９条第４項及び同法第３

８条第２項の規定に基づき、独立行政法人自動車技術総合機構（以下「自動車機

構」という。）の令和７事業年度（令和７年４月１日～令和８年３月３１日）の

業務、事業報告書、財務諸表（貸借対照表、損益計算書、利益の処分に関する書

類（案）、キャッシュ・フロー計算書、行政コスト計算書、純資産変動計算書及

びこれらの附属明細書）及び決算報告書について監査を実施し、その方法及び結

果を取りまとめたので、以下のとおり報告する。 

 

【令和７事業年度監事監査報告】 

Ⅰ 監査の方法及びその内容 

 

各監事は、監事監査規程等に基づき、理事長、理事、内部監査部門、その他職

員（以下「役職員等」という。）と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境

の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議（総合技術戦略本部会合、契

約監視委員会、内部統制委員会、検査業務適正化推進本部会合等）に出席し、役

職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、

本部、交通安全環境研究所及び地方検査部・事務所（近畿検査部等１４箇所）に

おいて業務、財産の状況及び国土交通大臣に提出する書類を調査した。 

また、役員（監事を除く。以下「役員」という。）の職務の執行が通則法、個

別法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他法人の業務の適

正を確保するための体制（以下「内部統制システム」という。）について、役職

員等からその整備・運用状況等について定期的に報告を受け、必要に応じ説明を

求めた。 

さらに、当該事業年度に係る財務諸表及び決算報告書（以下「財務諸表等」と



いう。）並びに事業報告書（会計に関する部分）について検証するに当たっては、

会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適切な監査を実施しているかを監視及

び検討するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、

必要に応じて説明を求めた。また、会計監査人から会社計算規則第１３１条で定

める「会計監査人の職務の遂行に関する事項」と同様の事項の通知を受け、必要

に応じて説明を求めた。 

以上の方法に基づき、法人の当該事業年度に係る業務、事業報告書及び財務諸

表等の監査を行った。 

 

Ⅱ 監査の結果 

 

１．本部及び交通安全環境研究所並びに地方検査部・事務所の監査結果 

総体的には、概ね適正に業務運営が図られ、かつ、会計処理が適正に執行

されていたものと認められたが、一部において主に以下のような改善又は

検討を必要とする事項が認められた。 

（1） 本部及び交通安全環境研究所 

①  退勤時にクライアント PCをシャットダウンしていない職員がいるの

で、PCシャットダウンの徹底を図ること。 

②  新規検査等届出等の事前審査に係るオンライン届出システムについ

て、利用率向上に向けた方策を検討すること。 

（2） 地方検査部・事務所 

①  固定資産及び少額備品について、除却手続きをせず処分されていた

資産があったこと。 

②  現車審査作業における外観検査や下回り検査において、安全作業マ

ニュアルに定められた作業方法に従っていない事例があったこと。 

 

２．財務諸表等についての意見 

財務諸表は、独立行政法人会計基準並びに一般に公正妥当と認められる

会計基準に準拠して作成されており、財政状態、運営状況、キャッシュ・フ

ローの状況及び行政コストの状況を適正に表示しているものと認められる。 

決算報告書は、予算の区分に従って決算の状況を正しく示していると認

められる。 

また、会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査方法及び結果は、相当

であると認められる。 

 

３．事業報告書についての意見 

事業報告書は、法令等に従い、法人の状況を正しく示しているものと認め



られる。 

 

Ⅲ 自動車機構の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び

中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかに

ついての意見 

 

国からの依頼を受けて、自動車が保安基準に適合するかどうかの審査業務

を審査事務規程に基づいて適切に実施するとともに、国の施策立案や基準策

定を支援するための試験研究を、公正・中立な立場で行っていた。 

特に、中期計画の最終年度である令和７年度においては、理事長の強力な

リーダーシップのもと、交通安全環境研究所では、自動車基準調和世界フォ

ーラム（ＵＮ／ＥＣＥ／ＷＰ.２９）の専門家会合や作業部会等に参画して、

国土交通省の自動車基準調和活動を支援するとともに、研究関係、鉄道認証

関係、リコール技術検証関係、自動車型式認証関係のいずれも年度計画を超

える成果を得た。 

また、登録確認調査業務については、スキルアップのための研修について

年度計画で定めた回数を達成するだけでなく、本部主導でグループ討議研修

を実施して、登録窓口における課題の解決策を議論して取りまとめさせるな

ど、登録確認調査員のスキルアップ、モチベーションアップにつなげていた。 

検査における基準適合性審査業務については、ＯＢＤ検査が輸入車にも対

象が拡大されるも、大きなトラブルもなく着実に実施されたほか、街頭検査

では検査台数の大幅な増加、検査コース内の事故防止については事故発生度

数率の低減、さらに、検査コース閉鎖時間の削減が図られた。 

このように、自動車機構の業務全般的に年度計画・中期目標の着実な達成

が図られたと認められる。 

 

Ⅳ 自動車機構の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための

体制その他自動車機構の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用に

ついての意見 

 

内部統制については、本部・交通安全環境研究所の役職員及び内部統制の推

進に関する規程に基づく内部統制推進責任者に対する内部統制に関するセミ

ナーの開催、理事長巡視、内部監査、地方検査部による調査・指導の実施、内

部統制にかかる各種規程に基づく委員会（内部統制委員会、コンプライアンス

推進委員会、リスク管理委員会及び検査業務適正化推進本部会合）の開催等に

より、内部統制が着実に定着してきているものと認められる。 

なお、令和７年度は、交通安全環境研究所において研究インテグリィティを



確保するための規程が整備され、研究活動の国際化、オープン化に伴う新たな

リスクに対応する体制が整った。 

また、平成２７年度の神奈川事案（並行輸入自動車について不適切審査があ

ったとして職員が逮捕）から１０年経過したことに鑑み、不適切審査を発生さ

せないための新たな取り組みとして、年度初めに異動してきた職員を中心に

アンケートを実施して、前の職場と比べて違和感とか変化がないか等、不適切

審査につながる予兆を察知するための情報収集を令和８年度から実行するこ

ととなった。 

内部統制システムを有効に機能させていくためには組織の各階層が内部統

制におけるそれぞれの役割を認識・理解して、確実に責任を果たしていくこと

が重要であり今後に期待したい。 

 

Ⅴ 自動車機構の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する

重大な事実があったときは、その事実について 

 

役員の職務の執行に関する不正行為又は法令等に違反する重大な事実は認

められない。 

 

Ⅵ 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由 

 

監査の実施において関係者の積極的な協力が得られており、該当事項はな

い。 

 

Ⅶ 独立行政法人改革等に関する基本的な方針等過去の閣議決定において定め

られた監査事項についての意見 

 

独立行政法人見直しに関する閣議決定事項への対応について、役職員の給

与水準は国に準拠した基準であり、ラスパイレス指数も１００以下となって

おり適正水準で運用されていると認められる。また、入札・契約の合理化につ

いては調達合理化計画に基づいて透明性及び外部性を確保し取り組んでいる

と認められる。 

 

－ 以 上 － 


